
information

依
存
症
、摂
食
障
害
に
関
す
る

　

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
の
お
知
ら
せ

　
釧
路
保
健
所
で
は
、
月
に
１
回
北

海
道
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
医

師
に
よ
る
依
存
症
（
ア
ル
コ
ー
ル
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
）、摂
食
障
害
に
関

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
。相
談
は
予
約
制
で
、受
付
は

相
談
日
７
日
前
の
午
前
中
ま
で
と
な

り
ま
す
。詳
し
く
は
釧
路
保
健
所
健

康
推
進
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
相
談
日
／
２
月
26
日
㈭
13
時
30
分

〜
16
時
30
分
（
日
時
は
変
更
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

▼
場
所
／
釧
路
保
健
所
（
釧
路
市
城

山
２
丁
目
４
‐
22
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
保

健
所
健
康
推
進
課
☎
０
１
５
４
‐

６
５
‐
５
８
２
５
ま
で
。

令
和
７
年
度「
女
性
の
つ
ど

い
」の
開
催
に
つ
い
て

　「
未
来
を
築

く
の
は
女
性
の

笑
顔
と
元
気
」

を
テ
ー
マ
に
、

令
和
７
年
度

「
女
性
の
つ
ど

い
」
を
開
催
し

ま
す
。
地
域
の

課
題
や
社
会
問

題
、
未
来
の
ま

ち
づ
く
り
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時
／
３
月
７
日
㈯
９
時
30
分
〜

12
時

▼
場
所
／
社
会
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

大
集
会
室

▼
内
容
／
軽
度
認
知
症
に
つ
い
て
の

講
話
、
地
域
み
ら
い
留
学
生
と
地

学
協
働
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

ト
ー
ク
、
生
涯
学
習
講
演
会

▼
申
込
方
法
／
各
自
治
会
に
ご
案
内

し
ま
す
の
で
、
自
治
会
を
通
し
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
生
涯
学

習
講
演
会
の
み
参
加
の
方
は
町
公

民
館
（
☎
４
８
２
‐
２
３
４
０
）

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
／
町
女
性
団
体

協
議
会
（
土
屋
）
☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

４
８
２‐

１
９
３
６

認
知
症
ミ
ニ
講
話
を

開
催
し
ま
す

　
川
湯
の
森
病
院
の
武
井
院
長
を
講

師
に
招
き
、「
な
ぜ
だ
ろ
う
？
」
が

「
な
る
ほ
ど
」
に
変
わ
る
、
認
知
症

の
ミ
ニ
講
話
を
開
催
し
ま
す
。

　
認
知
症
の
方
の
行
動
や
言
葉
に

は
、
ど
ん
な
思
い
や
理
由
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
…
。
一
緒
に
お
話
を
聞

い
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時
／
２
月
19
日
㈭
13
時
45
分
受

付
開
始

▼
会
場
／
川
湯
農
村
セ
ン
タ
ー

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
／
役

場
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
係
☎

４
８
２
‐
２
９
２
１
（
課
直
通
）

川湯川湯屋内温水プール屋内温水プールからのからのお知らせお知らせ
☎４８３☎４８３‐２０７２２０７２

２月２月

● 10時～17時 (水 ･ 木 ･ 金 ･ 土 ･ 日曜日)
　　　　　　　正午～13時まで換気および消毒のため閉館

● 小・中・高校生／無料
● 一般／550円（税込み）

毎月第２・４土曜日は
無料開放日！

利用料用料

●  ２・３、９・10、12、16・17、24～26日

開館時間館時間

休館日館日

がんばれ水泳教室 （25メートル泳げる成人）

◇日時／⑤、⑲、㉖日 10時30分～11時15分

※○は送迎バスあり（９時20分　公民館前発）

水中運動教室 （成人どなたでも参加できます）

◇日時／⑤、⑲、㉖日 10時30分～11時15分

※○は送迎バスあり（９時20分　公民館前発）

水中ジョギング教室（成人どなたでも参加できます）

◇日時／６、13、20、27日 10時30分～11時15分

水中エアロビクス教室 （どなたでも参加できます）

◇日時／７、14、28日 13時30分～14時15分

ジュニア水泳教室
（町内在住の小学生対象・町内在住の新規小学生対象）

◇日時／７、14、28日 10時30分～11時15分

フリー教室 （町内在住の方）

◇日時／１、４～８、11、13～15、18～23、27・28日 
　　　　 13時30分～15時

水▶日
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information

職
業
訓
練
受
講
生
　

募
集

　
北
海
道
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン

タ
ー
で
は
、
４
月
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。

▼
対
象
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
の

登
録
を
し
て
い
る
方

▼
定
員
／
建
設
荷
役
車
両
運
転
科
20

人
、
ビ
ジ
ネ
ス
ワ
ー
ク
科
15
人

▼
申
込
受
付
期
間
／
１
月
26
日
㈪
〜

３
月
２
日
㈪

▼
見
学
会
／
２
月
12
日
㈭
、
19
日

㈭
、
26
日
㈭

▼
選
考
会
／
３
月
６
日
㈮

▼
訓
練
期
間
／
４
月
２
日
㈭
〜
９
月

30
日
㈬

▼
費
用
／
２
３
，
０
０
０
円
程
度

（
テ
キ
ス
ト
代
）

▼
申
込
先
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
釧

路
（
☎
０
１
５
４
‐
４
１
‐

１
２
０
１
）
ま
た
は
最
寄
り
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク

問
い
合
わ
せ
先
／
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
釧
路
☎
０
１
５
４
‐
５
７
‐

５
９
３
８

競
争
入
札
参
加
資
格

申
請
の
お
知
ら
せ

　
町
が
発
注
す
る
工
事
な
ど
の
請

負
・
設
計
・
物
品
購
入
、
そ
の
他
の

契
約
に
係
る
令
和
７
・
８
年
度
競
争

入
札
参
加
資
格
申
請
の
中
間
受
付
を

行
い
ま
す
。

　
昨
年
、
申
請
書
を
提
出
し
受
理
さ

れ
た
方
は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
受
付
期
間
／
２
月
２
日
㈪
〜
16
日

㈪
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
受
験
時
間
／
９
時
30
分
〜
16
時
30

分
※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
総
務
課
総

務
係
☎
４
８
２
‐
２
９
１
２
（
課

直
通
）

労
働
基
準
監
督
官
採

用
試
験
の
ご
案
内

　
毎
年
実
施
し
て
い
る
労
働
基
準
監

督
官
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
令
和
８

年
度
は
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間
／
２

月
19
日
㈭
〜
３
月
23
日
㈪
ま
で

▼
受
験
資
格
／

　
⑴
平
成
８
年
４
月
２
日
〜
平
成
17

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

　
⑵
平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
次
に
掲
げ
る
者

　
　
①
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）

を
卒
業
し
た
者
お
よ
び
令
和

９
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者

　
　
②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め

る
者

▼
第
一
次
試
験
／
５
月
24
日
㈰

▼
第
二
次
試
験
／
７
月
７
日
㈫
〜
10

日
㈮
の
指
定
さ
れ
た
日

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
／
北
海
道
労
働
局

総
務
部
総
務
課
人
事
第
一
係
☎

０
１
１
‐
７
０
９
‐
２
３
１
１

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

の
お
知
ら
せ

　
釧
路
保
健
所
で
は
、
月
１
回
精
神

科
医
師
に
よ
る
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
相
談
は
予
約

制
で
、
受
付
は
相
談
日
前
日
の
午
前

中
ま
で
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
釧

路
保
健
所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
日
／
２
月
20
日
㈮
14
時
〜
17

時
（
日
時
は
変
更
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
）

▼
場
所
／
釧
路
保
健
所
（
釧
路
市
城

山
２
丁
目
４
‐
22
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
保

健
所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係
☎

０
１
５
４
‐
６
５
‐
５
８
２
５

（
係
直
通
）
ま
で
。

２月　アリーナ一般開放日
文化センターガイド

◎＝全面　　○＝半面　　休＝休館日
（時間帯は18:00～21:00です）

問い合わせ先
釧路圏摩周観光文化センター　☎482-1811

　一般開放利用を希望する方は、文化センターにあらかじ
めお問い合わせください。

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
区
分
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
◎ 休 〇 ◎ 休 休 〇 ◎

日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
区
分
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
休 〇 ◎ 休 〇

生活情報をみなさんにお知らせ!

インフォメーション

今月の主な行事予定

施設利用者さまへのご連絡

８日㈰ 陸上教室

※アリーナご利用の際は上靴をご持参ください。
※ 施設利用後のお忘れ物や落し物が増えております。
　お心当たりのある方はお問い合わせください。
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information

公募対象住宅一覧表
住 宅 の 場 所　・　構　造 建設年度 規　模 月額住宅料 月額共益費 戸 数

高栄４丁目６番（４階建・３階） Ｓ52
※Ｈ27リフォーム済 ３ＤＫ 14,400～21,500円 160円 １

高栄４丁目６番（４階建・３階） Ｓ52
※Ｈ27リフォーム済 ３ＤＫ 14,400～21,500円 160円 １

高栄４丁目６番（４階建・２階） Ｓ53
※Ｈ28リフォーム済 ３ＤＫ 15,200～22,700円 290円 １

高栄４丁目６番（４階建・４階） Ｓ53
※Ｈ28リフォーム済 ３ＤＫ 15,200～22,700円 290円 １

高栄４丁目６番（４階建・４階） Ｓ54
※Ｈ29リフォーム済 ３ＤＫ 16,100～23,900円 110円 １

川湯温泉４丁目16番（２階建・２階） Ｈ15 ３ＬＤＫ 25,200～37,500円 1,110円 １
川湯温泉４丁目16番（６軒長屋・平屋） Ｈ23 ２ＬＤＫ 20,800～31,000円 710円 １
川湯温泉４丁目３番（４階建・３階） Ｈ３ ３ＤＫ 21,000～31,200円 990円 １
川湯温泉４丁目３番（４階建・３階） Ｈ３ ３ＤＫ 21,000～31,200円 990円 １
川湯温泉４丁目３番（３階建・１階） Ｈ７ １ＬＤＫ 14,500～21,500円 1,010円 １
注１　募集内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
注２　各部屋の照明や給湯器、暖房器具などは、入居される方が必要に応じて用意することになりますので、あらかじめご了承ください。

  ※ 年金相談の予約をするためには、基礎年金番号をご
確認のうえ、釧路年金事務所へご連絡ください。

★実施にあたって／完全予約制
★日時／３月６日㈮　10時30分～14時
★場所／町公民館　　　　
★主催／釧路年金事務所

出張年金相談所を開設します！

問い合わせ・連絡先／釧路年金事務所　☎０１５４‐２５‐１５２２

入居者を
募集します

宅営町 住 　役場では、次の期間で町営住宅入居者を募集します。入居者は、条件を備えている方か
ら、困窮度などに応じて決定します。
▶受付期間／２月２日㈪～９日㈪
▶受付窓口／役場建設課管理係・川湯支所
▶入居時期／３月中旬～下旬の予定
▶入居敷金／住宅料の３倍の額（収入で住宅料が変動）、ただし単身者用は２倍の額
問い合わせ先／役場建設課管理係☎４８２‐２９４１（課直通）まで。

（広告）

21 広報てしかが 2026.2

問い合わせ先／北海道労働局賃金室☎０１１ ‐７０９‐２３１１
　　　　　　　釧路労働基準監督署☎０１５４‐４５‐７８３５

information

（広告） （広告）

最　低　賃　金　件　名 効 力 発 生 日 最低賃金額
（１時間）

北 海 道 最 低 賃 金 令和７年10月４日 1,075円

特
定
最
低
賃
金

処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業

令和７年12月１日

1,113円
鉄鋼業 1,165円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,116円
船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 1,105円

ちゃんとチェック！ 

北海道の最低賃金

※特定最低賃金の種類により適用範囲などが異なりますので、詳しくは問い合わせ先へご連絡ください。

北海道労働局HP

問い合わせ先／役場環境生活課環境係☎４８２ ‐２９３４（課直通）

事業系一般廃棄物(農業)について
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」第３条第１項および第11条第１項により、事業にお
ける廃棄物は一般家庭から出るごみのように回収することはしません。町内の一般廃棄物収集運搬許可業者へ
収集を依頼するか、事業者自身で美留和処理場まで搬送をお願いします。
　なお、農業における医療廃棄物については町では一切回収しませんので、処分については処方した事業者に
お問い合わせください。
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